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上場維持基準への適合に向けた計画（改善期間入り）について 

 

 当社は、2025 年３月 31 日時点において、東京証券取引所グロース市場における上場維持基準に適合しない状態となり

ました。そこで、下記のとおり上場維持基準 へ の適合に向けた計画を作成しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

1．当社の上場維持基準への適合状況及び計画期間 

当社の 2025 年３月 31 日時点（以下「基準日」といいます）における東京証券取引所グロース市場の上場維持基準

への適合状況は下表のとおりとなっており、流通株式比率については基準に適合しておりません。 

東京証券取引所の上場維持基準に基づくと、不適合要件について 2026 年 3 月 31 日までの改善期間内に基準に適合

しない場合には、６か月の監理銘柄又は整理銘柄指定期間を経て 2026年10月 1日に当社株式は上場廃止となります。 

当社は、改善期間の 2026 年３月末日迄に、今回不適合となった流通株式比率基準を充たすために、上場維持基準へ

の適合に向けた各種取り組みを早期に進めてまいります。 

 

 
株主数 

（人） 

流通株式数 

（単位） 

流通株式 

時価総額 

（百万円） 

株式流通比率 

（％） 

当社の状況 

（2025 年３月末時点） 
629 16,077 1,068 23.5 

上場維持基準 150 1,000 500 25.0 

適合状況 適合 適合 適合 不適合 

計画期間    2026 年３月末日 

※当社の適合状況は、東京証券取引所が基準日時点で把握している当社の株券等の分布状況等をもとに算出を行ったもの

です。 

 

2．上場維持基準への適合に向けた取り組みの基本方針、課題及び取り組み内容 

（1）基本方針 

当社は、今後グロース市場における上場維持基準を維持することを目指し、持続的な成長と企業価値の向上に資す

るための事業活動、資本政策を実施し、これらの施策に継続的に取り組むことにより、当社株式に対する魅力を高め、

より多くの投資家の皆様に当社株式に対する投資環境を充実させていくことを基本方針として、流通株式数の増加を

図り、早期に上場維持基準への適合を目指してまいります。 
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（2）課題及び取り組み内容 

当社は、基準日時点での達成を目指しておりましたが、2024 年９月末の計測時点以降において、流通株式数から除

外される法人の株式取得があった影響で、流通株式比率が 1.85％押し下げられ、株式流通比率が基準を下回る結果と

なりました。 

当社は、株式流通比率基準の適合に向け、以下の通り施策を実施することで、上場維持基準（流通株式比率 25％以

上）を充たすように早期に取り組んでまいります。 

施策として、 役員の保有株式への流動化の検討、一般法人の保有株式への流動化の検討等を進めてまいります。ま

た、株主・投資家向け等、より多くのステークホルダーの皆様へ当社の企業活動の状況を正しくご理解いただけるよ

う IR の促進を図ります。 

このことで、知名度の向上、裾野を広げる活動を通じ、流動性の改善を図ってまいります。 

 

以上 


